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第11次新潟県職業能力開発計画（案）に至るまでのご意見等と対応状況 
 

１ 計画（素案）令和４年２月版 

 第 81 回新潟県職業能力開発審議会のご意見や庁内関係課等からの意見を踏まえ、計画（素案）

令和３年12月23日版を修正。 

主な意見等と対応状況は以下のとおり。 

No. ご意見等 対応状況 

１ 

【全般】 

 注釈を付けるなど読みやすい工夫をし

てはいかがか。 

 

※審議会におけるご意見。 

・注釈の追加及び読みやすいよう文言を修正 

・第３章の項目の順番を第２章に合わせた 

修正前  修正後 

第３章 １ 

(2)デジタル… 

(3)人手不足… 

(4)ものづくり… 

 第３章 １  

(2)ものづくり… 

(3)デジタル… 

(4)人手不足分… 

 

・図表の修正 

２ 

【 P.11 ２章１（４）】 

 デジタル人材について、中小企業や小

規模事業者の声も記載した方がよいので

はないか。 

※審議会においても、地場産地の中小企

業の実情に関するご発言あり。 

 本県のデジタル化構想策定報告書（令和２

年度）の記述を参考に中小企業の現状と課題

などを追記 

３ 

【 P.25 ３章１（２）イ 】 

 ＤＸへの対応するための方策につい

て、読み手と計画のイメージに相違がな

いように説明が必要ではないか。 

 県が行う職業訓練において、ものづくりの

現場のニーズに対応する訓練内容、技法の内

容を記載 

４ 

【 P.32 ３章２（１）イ 】 

 タイトルを「ライフステージの状況に

合った柔軟な訓練の充実」としてはどう

か。 

 意見どおり修正 

 

 

５ 

【 P.32 ３章２（１）ウ 】 

「新しい生活・働き方のスタイルに対応

する職業訓練」の内容を独立した項目と

してはどうか。 

 女性だけでなく、全ての人にかかる内容で

あるため、P.31の第３章２の冒頭の説明に、

新しい生活や働き方についての内容を追記 

  

資 料 ２ 
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６ 

【 P.34 ３章２（３）】 

 「若年求職者等の安定就労支援」とし

て、在職者訓練が仕事定着（早期離職防

止）に有効であることを記載してはいか

がか。 

※審議会においても、若年者の雇用に関

する現状報告等のご発言あり。 

 「ウ 専門スキルを身につける在職者訓

練」の項目を追加し、仕事に必要な基本スキ

ルを習得することで安心して長く勤められる

よう支援する旨を追記 

７ 

【 P.36 ３章２（５） 】 

 「障害者が他の一般市民と同様に社会

の一員として種々の分野の活動に参加す

ることができるようにしていく」の「一

般」は不要ではないか。 

２（５）の冒頭の説明に、厚生労働省の施

策の紹介（ホームページ公開）記述を参考

に、ノーマライゼーションの考え方を記述 

 ※ この計画（素案）令和４年２月版をもとにパブリック･コメント、関係機関等への意見照会

を実施（令和４年２月15日から３月１日まで）。 

 

 

２ 計画（案）令和４年３月３日版 

 パブリック･コメント（県民意見）、関係機関等への意見照会をもとに計画（案）を作成。 

 ・県民意見：６件 

  うち計画に関する意見：０件 計画以外の要望等：６件 

 ・関係機関等からの意見：36件 

  うち計画に関する意見：32件 計画以外の要望等：４件 

 

 計画に関する主な意見等と対応状況は以下のとおり。 

No. ご意見等 対応状況 

１ 

【 P.11 ２章１（４）】 

 『ものづくり白書』では、「デジ

タル技術を導入・活用する上で、先

導的な役割を果たす人材にとって

は、まずは、自社の業務内容や状況

を熟知し、その上で、デジタル技術

の知識やスキルを学んでいくことが

重要」としている。テクノスクール

においてもITリテラシー向上や在

職者訓練のメニューの充実が必要。 

 

 「令和２年度ものづくり基盤技術の振興施策

（ものづくり白書）」の記載を参考として、テク

ノスクールの在職者訓練の必要性について記述。 
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２ 

【 P.28 ３章１（４） 】 

 「あらゆる地域において職業訓練

を実施できる仕組みづくり」とはど

のようなものか、説明が必要ではな

いか。 

 段落を分けて、以下のとおり具体的に記載 

「加えて、オンラインの活用や企業等の協力を得て職

業訓練の実習施設を確保することにより、県立テクノ

スクールや民間教育訓練機関が近くになくても、あら

ゆる地域において職業訓練を実施できる仕組みづくり

に努め、地域に定着することを促進します。」 

３ 

【 P.36 ３章２（５） 】 

 障害者の就労の場を増やすために

も、ＩＣＴは有効である。ハンディ

キャップを補完するためにＩＣＴを

使うとよいと思う。 

「イ 態様に応じた機動性のある訓練の充実」

の記述について、下線を追記 

「障害の程度や能力に応じて、ＩＣＴの利用も

取り入れながら、民間教育訓練機関等を活用した

委託訓練を実施するとともに…」と記述 

４ 

【 P.37 ３章２（６） イ】 

 「分野を問わずＩＴ活用スキル」

については、「ＩＣＴ活用スキル」

の方が適切ではないか。 

 下記の考え方をもとに修正 

※ＩＴとＩＣＴの用語の使い分けについて、 

 本計画では情報技術全般を示す場合は「ＩＴ

（Information Technology）」として、例えば「ＩＴ分

野」や「ＩＴに関する知識」などとする。 

 手段としての情報通信技術を示す場合に「ＩＣＴ

（Information and Communication Technology）」とし

て、例えば「ＩＣＴを活用した訓練技法」などとする

ことで整理。なお、同様の考え方でP25も修正。 

５ 

【 P.39 ３章２（８）エ 】 

 技能競技大会の参加選手を支援に

加え、県内で大会を開催すること

で、若手技能者の底上げ、技術の重

要性・必要性に関する県民認知度向

上となり、ものづくりをはじめ県内

産業の持続的な成長・発展につなが

るのではないか。  

「エ 技能競技大会の参加選手を支援」の記述

について、下線を追記 

「選手派遣を支援するとともに、本県開催につ

いても気運の醸成を図りながら、技能水準の向上

と…」と記述 

 


